
和
７
年
度
税
制
改
正
大
綱

で
は
、
物
価
上
昇
に
伴
う

税
負
担
調
整
の
観
点
か
ら
、
給
与

所
得
控
除
に
つ
い
て
55
万
円
の
最

低
保
障
額
を
65
万
円
に
引
き
上
げ

る
改
正
が
行
わ
れ
た
。

給
与
所
得
控
除
の

仕
組
み
と
改
正
の
推
移

　
給
与
所
得
控
除
と
は
、
給
与
所

得
者
の
所
得
税
や
住
民
税
を
計
算

す
る
と
き
に
、
給
与
収
入
か
ら
差

し
引
く
こ
と
が
で
き
る
控
除
額
を

い
い
、「
必
要
経
費
の
概
算
控
除
」

と
「
他
の
所
得
と
の
負
担
調
整
の

た
め
の
特
別
控
除
」
と
い
う
二
つ

の
性
格
を
有
し
て
い
る
。

　
給
与
収
入
に
応
じ
て
控
除
額
が

増
加
す
る
仕
組
み
だ
が
、
給
与
収

入
が
一
定
金
額
を
超
え
る
場
合
は

上
限
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

　
物
価
の
上
昇
と
と
も
に
賃
金
が

上
昇
す
れ
ば
控
除
額
も
増
加
す
る

が
、
最
低
保
障
額
が
適
用
さ
れ
る

収
入
の
場
合
（
改
正
前
１
６
２
・

５
万
円
以
下
／
改
正
後
１
９
０
万

円
以
下
）
に
は
、
一
定
額
（
改
正

前
55
万
円
／
改
正
後
65
万
円
）
が

保
障
さ
れ
る
構
造
と
な
る
。

　
給
与
所
得
者
の
必
要
経
費
で
あ

る
給
与
所
得
控
除
額
が
、
収
入
の

増
加
に
応
じ
て
必
ず
し
も
増
加
し

て
い
く
と
は
考
え
ら
れ
な
い
こ

と
、
主
要
国
に
お
い
て
も
定
額
ま

た
は
上
限
が
あ
る
こ
と
、
な
ら
び

に
実
際
の
勤
務
関
連
支
出
や
主
要

国
の
概
算
控
除
額
に
比
較
し
て
過

大
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
平
成

25
年
に
給
与
所
得
控
除
額
に
上
限

が
設
け
ら
れ
、
そ
の
後
も
漸ぜ

ん

次じ

適

正
化
の
た
め
上
限
額
の
減
額
を
行

う
改
正
が
続
け
ら
れ
て
き
た
。

　
ま
た
、
平
成
30
年
度
改
正
で
は

「
様
々
な
形
で
働
く
人
を
あ
ま
ね

く
応
援
し
『
働
き
方
改
革
』
を
後

押
し
す
る
観
点
か
ら
、
特
定
の
収

入
に
の
み
適
用
さ
れ
る
給
与
所
得

控
除
や
公
的
年
金
控
除
で
は
な

く
、
ど
の
よ
う
な
所
得
に
も
適
用

さ
れ
る
基
礎
控
除
に
負
担
調
整
の

比
重
を
移
す
必
要
が
あ
る
」
と
い

う
考
え
の
下
、
令
和
２
年
か
ら
給

与
所
得
控
除
・
公
的
年
金
等
控
除

を
10
万
円
引
き
下
げ
る
と
と
も

に
、
税
負
担
の
急
激
な
変
動
が
な

い
よ
う
、
基
礎
控
除
額
を
同
額
引

き
上
げ
る
改
正
が
行
わ
れ
た
。

・�

給
与
収
入
８
５
０
万
円
以
下
…

控
除
額
を
一
律
10
万
円
引
下

げ
、
給
与
収
入
に
応
じ
て
右
肩

上
が
り
に
増
加
さ
せ
る

・�

給
与
収
入
８
５
０
万
円
超
…
一

律
１
９
５
万
円
と
い
う
上
限
設

定
・�

所
得
金
額
調
整
控
除
の
導
入
に

よ
り
、
子
育
て
世
帯
お
よ
び
介

護
世
帯
に
税
負
担
の
増
加
が
生

じ
な
い
よ
う
に
手
当
て

課
税
最
低
額
の
引
上
げ
で

１
０
３
万
円
の
壁
を
撤
廃

　
給
与
所
得
控
除
は
多
く
の
場

合
、
物
価
の
上
昇
と
と
も
に
賃
金

が
上
昇
す
る
と
控
除
額
も
増
加
す

る
仕
組
み
だ
が
、
給
与
所
得
控
除

の
最
低
保
障
額
で
あ
る
55
万
円
が

適
用
さ
れ
る
収
入
の
場
合
に
は
、

控除の最低保障額と
給与所得者の
課税最低限度額を引上げ

▲

給与所得控除の改正

令
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険
料
を
自
ら
負
担
す
る
こ
と
に
な

り
、
手
取
額
が
減
少
す
る
。

　
こ
れ
に
対
し
厚
生
労
働
省
の
審

議
会
は
、
２
０
２
５
年
の
年
金
制

度
改
正
に
向
け
、
１
０
６
万
円
の

壁
撤
廃
の
方
針
等
を
盛
り
込
ん
だ

報
告
書
案
を
公
表
し
て
い
る
。

　
前
記
の
見
直
し
に
伴
い
、
給
与

所
得
の
源
泉
徴
収
税
額
表
（
月
額

表
、
日
額
表
）、
賞
与
に
対
す
る

源
泉
徴
収
税
額
の
算
出
率
の
表
、

年
末
調
整
等
の
た
め
の
給
与
所
得

控
除
後
の
給
与
等
の
表
な
ど
に
つ

い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
。

※�

本
改
正
は
、
令
和
７
年
分
以
後

の
所
得
税
お
よ
び
令
和
８
年
度

分
以
後
の
個
人
住
民
税
に
適
用

さ
れ
る
。

※�

前
記
の
改
正
に
対
応
し
た
、
給

与
所
得
の
源
泉
徴
収
税
額
表

（
月
額
表
、
日
額
表
）、
賞
与
に

対
す
る
源
泉
徴
収
税
額
の
算
出

率
の
表
の
改
正
に
つ
い
て
は
、

令
和
８
年
１
月
１
日
以
後
に
支

払
う
べ
き
給
与
等
に
つ
い
て
適

用
さ
れ
る
。�

●

減
税
が
収
入
金
額
１
９
０
万
円
以

下
の
所
得
者
に
限
定
さ
れ
る
た

め
、
税
収
の
減
額
を
抑
え
る
改
正

と
も
い
え
る
。

　
ま
た
、
働
き
控
え
な
ど
の
就
業

調
整
に
も
対
応
す
る
た
め
、
給
与

所
得
控
除
の
引
上
げ
額
（
10
万

円
）
と
基
礎
控
除
額
の
引
上
げ
額

（
10
万
円
）
と
を
合
わ
せ
る
こ
と

に
よ
り
、
給
与
所
得
者
の
課
税
最

控
除
額
が
変
わ
ら
ず
実
質
的
な
税

負
担
が
増
え
る
と
い
う
課
題
が
あ

っ
た
。

　
そ
こ
で
物
価
上
昇
に
伴
う
税
負

担
調
整
の
観
点
か
ら
、
令
和
７
年

度
税
制
改
正
大
綱
で
は
、
給
与
所

得
控
除
の
最
低
保
障
額
を
現
行
の

55
万
円
か
ら
65
万
円
に
引
き
上
げ

る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
図
表
の
と
お
り
、
こ
の
措
置
は

低
額
が
１
０
３
万
円
か
ら
１
２
３

万
円
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
。

　
前
記
の
と
お
り
、
令
和
２
年
に

縮
小
し
た
給
与
所
得
控
除
額
を
基

礎
控
除
に
振
り
替
え
る
と
い
う
改

正
を
行
っ
た
ば
か
り
で
あ
る
が
、

こ
れ
を
さ
ら
に
変
更
す
る
形
で
令

和
７
年
度
改
正
が
行
わ
れ
た
の
で

あ
る
。

　
い
わ
ゆ
る
「
１
０
３
万
円
の
壁

問
題
」
に
つ
い
て
は
、
課
税
最
低

額
が
20
万
円
引
き
上
が
り
１
２
３

万
円
と
な
っ
た
が
、
国
民
民
主
党

の
主
張
す
る
１
７
８
万
円
を
目
指

し
て
来
年
以
降
も
引
き
上
げ
る
旨

の
同
意
が
な
さ
れ
、
大
綱
に
も
そ

う
し
た
文
言
が
盛
り
込
ま
れ
て
い

る
。

　
ま
た
、
今
回
改
正
さ
れ
た
所
得

税
法
上
の
壁
と
は
別
に
存
在
す
る

社
会
保
険
の
年
収
の
壁
（
１
０
６

万
円
・
１
３
０
万
円
）
に
つ
い
て

も
、
注
目
し
て
お
く
必
要
が
あ

る
。
所
得
税
の
課
税
最
低
額
は
引

き
上
げ
ら
れ
て
も
、
社
会
保
険
の

扶
養
を
外
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
保

●給与所得控除の推移と令和７年度改正

収入金額

給与所得控除額

平成29年〜
平成31年

令和２年〜
令和６年

改正後
（令和７年）

162.5万円以下 65万円 55万円

65万円180万円以下 収入金額×40％ 収入金額×40％
－10万円

190万円以下
収入金額×30％
＋18万円

収入金額×30％
＋８万円360万円以下 収入金額×30％

＋８万円

660万円以下 収入金額×20％
＋54万円

収入金額×20％
＋44万円

収入金額×20％
＋44万円

850万円以下

収入金額×10％
＋120万円

収入金額×10％
＋110万円

収入金額×10％
＋110万円

850万円超

195万円 195万円1,000万円以下

1,000万円超 220万円

（出所）筆者作成

（
執
筆

　山
内
由
紀
子
／
税
理
士
）

特集 税制改正大綱の重要ポイント
押さえておきたい 令和７年度ワイド

11 2025年３月１日号 102025年３月１日号

KS250301 P10-11_v17.4 #5.indd   11KS250301 P10-11_v17.4 #5.indd   11 2025/02/12   18:542025/02/12   18:54


